仕　様　書

１　件名

　　府中市日光移動教室支援業務
２　取扱業務
　　府中市立小学校連合日光移動教室（２２校）
３　利用予定人数
　　児童約２３００名（各年度）
４　利用宿舎
1 立地条件
・日光東照宮周辺に所在すること
・夜間を含め、救急対応が可能な医療機関まで、通常の交通状況
において車で概ね１５分以内で到達可能であること

2 収容能力
　　　・小学校６年生全員（約２３００名）を受け入れ可能であること
　　　（複数施設での組み合わせ可。ただし運営上支障がないこと）
５　宿舎利用日
　　本業務に係る宿泊利用は、令和９年度から令和１１年度までの各年度において１回、１０月から１１月上旬に２泊３日実施するものとする
なお、各年度の具体的な宿泊利用日については、受託者からの提案
に基づき、発注者と協議の上決定する
６　業務内容
　　受託者は次に掲げる業務を行うものとする
1 　宿泊施設、食事会場、観光・体験施設等の手配及び清算業務
（貸切バスの手配は本業務に含まない）
2 　添乗員の配置
旅行業法に基づく旅程管理有資格者を配置すること
3 　事前打ち合わせ
・添乗員は、原則として実際に随行する者が、事前に各学校と打
ち合わせを行うこと
・代替者が行う場合は、十分な情報共有を行うこと
4 　関係機関との調整
・宿泊施設、体験施設、別契約のバス事業者等との調整
・実施期間中の食事、行程管理、緊急時対応等

5 　看護師随行に係る経費の取扱い
各校に随行する派遣看護師の宿泊料、入場料、拝観料、駐車場料
金、緊急時のタクシー料金等については、受託者が一時的に立替
払いを行い、業務終了後に市が精算するものとする

6 　瑕疵及び損害賠償
添乗業務中に瑕疵が生じた場合は、受託者の責任により補償する
こと

7 　感染症・体調不良時の対応
・添乗員等が体調不良等により業務に支障をきたす恐れがある場
合は派遣しないこと
・派遣不能となった場合は、速やかに代替要員を手配すること

６　契約の解除・中止等
(1) 本事業を中止した場合の支払いについては、事前打合せ等に要し
た実費を基本とし、詳細は協議により決定する
(2) 延期については、旅行内容に大きな変更がない場合、取消料は発
生しないものとする
７　その他

(1) 宿泊施設の割当については、実施前年に受託者から空き状況の報
告を受け、市と協議のうえ決定する
(2) 本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて市と受託者
が協議のうえ決定する
